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はじめに 

 

文化は、地域で生まれ、育まれ、長い年月をかけて継承されていきます。歴史とともに歩ん

できた文化には、地域への愛着や誇りを培い、魅力と活力を生み出し、地域を元気にする力が

あります。 

 

文化振興委員会では、令和元年度より、平成３０年度に取りまとめた提言書『「ひろしま神楽」

を活用した“まち”のにぎわいの創出について』で掲げた施策の実現に向けた活動に取り組ん

できました。必要な資金面や実行主体となる組織について協議・検討を重ね、多くの関係者の

方々の協力を得て、寄付金の募集により資金を確保し、施策を実行する実行委員会を立ち上げ

ることができました。 

あわせて『広島の文化についてあらためて見聞を広め、広島の文化の棚卸し、再発掘に取り

組む。取り組みにあたっては、特定のジャンルに捉われることなく幅広い文化を対象に卓話や

視察を通じ調査・研究を行い、委員会の活動を通じて、広島の文化について広く深い知識を有

する「広島の文化に精通した経済人」となることを目指す』ことを掲げ、活動してきました。

様々な分野の講師の方が話された卓話の内容や視察会で見聞してきたことは、広島の文化をあ

らためて知るうえで有意義のものばかりでした。 

 

本報告書は、「提言書施策の実現に向けた取り組み」について報告するとともに、卓話や視察

を通じて取り組んできた「広島文化の見聞を広める活動」についてその内容を取りまとめたも

のです。 

 

最後に、今回の調査・研究に関して、委員会にお招きした講師の方々や視察にご協力いただ

いた皆様に、深く感謝を申し上げます。 
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第１部  提言書施策の実現に向けた取り組み 

文化振興委員会では、令和元年度より、平成３０年

度に取りまとめた提言書『「ひろしま神楽」を活用した

“まち”のにぎわいの創出について』の施策の実現に

向けた活動に取り組んできた。 

第１部では、その活動内容について報告する。 

 

 

１．提言書『「ひろしま神楽」を活用した“まち”の

にぎわいの創出について』の概要 
 
（１）テーマを「ひろしま神楽」とした経緯 

広島文化の棚卸しを行いテーマを絞って調査・研究

を進めていくため、平成２９年１０月、同友会会員を

対象に「広島県の文化に関するアンケート」を実施し

た。 

アンケートの結果、『広島県が誇ることのできる独自性のある文化』として、「スポーツ」

「世界遺産」「食文化」に関するものもいくつか具体名が挙がったが、委員会での協議の結果、

昨今の盛り上がりや広島県としての独自性、そして経済効果を含めた今後の発展性などを踏

まえ、「ひろしま神楽」をテーマの中心とした。 

提言書の取りまとめにあたっては、エンターテインメント性の追求や観光資源としての活

用にとどまることなく、神事として誕生した歴史のある神楽の本質を伝えていくことなども

織り交ぜながら、具体策を考えていくこととした。 

 

（２）「ひろしま神楽」の現状分析・課題の整理 

専門家や行政の方の卓話、先進地の視察、神楽団員へのインタビューなどを通じ「ひろし

ま神楽」のブランド価値や存在感向上につながる“強み”を抽出するとともに、抱えている

様々な“弱み”を整理した。 

 

✓「ひろしま神楽」の強みと弱み 

強 み  弱 み（課 題） 

▹ 広島の伝統芸能として県内外の認識が

一致 

▹ ４００年の歴史を持つ芸能 

▹ 独自の発展・オリジナリティの高い芸能

への進化 

▹ 県内での存在感と熱心なファンの存在 

▹ 神楽に関わる人達の魅力 

▹ 観光資源としての高い評価 

▹ 社会背景としての「和」ブーム 

▹ 後継者不足の問題 

▹ 神楽団運営の経済的問題 

▹ 神性の希薄化、観光資源化 

▹ 伝統芸能としての質の担保 

▹ 若年層の認知度の低さ 

▹ 戦略的な情報発信の不足 

▹ 地域と都市部の間での課題 

▹ 経済効果の低さ（高齢・常連来場者の

消費額の少なさ） 



3 

 

（３）提言の内容 

神楽ブームと言われているが、将来を見据えると課題は山積である。 

平成３１年３月、「ひろしま神楽」の現状を踏まえ、①差異化の視点（認知度を高める施

策は何か）、②持続可能性の視点（持続させていくための施策は何か）、③経済効果の視点（経

済効果を高めるための施策は何か）の３つの視点を軸に、提言を取りまとめた。 

 

✓ 提 言 

① 差異化のための施策  

▸ 「ひろしま神楽情報センター」の開設 

▿ 全ての情報をワンストップで入手できる情報センターの開設 

▸ 一貫性のある戦略的な広報の展開 

▿ 「ひろしま神楽」未体験の若年層をメインターゲットとした戦略的なプレス展開、

一元化されたＷＥＢページの立ち上げ、プロモーション映像の制作等 

▸ 「ひろしま神楽応援団」の形成 

▿ 既存神楽ファン（特に若年層）の組織化 

② 持続可能とするための施策  

▸ 「ひろしま神楽振興基金」の創設 

▿ 「ひろしま神楽」の振興に寄与するための基金創設、経済的支援 

▸ 「神楽歴史文化学校」の開校 

▿ 若手神楽団員を対象とした、神楽の歴史、文化的価値、演目の時代背景などの教育 

▸ 小中学生への啓発活動 

▿ 「ひろしま神楽」の小中学校授業への導入 

▿ 小冊子「ひろしま神楽読本」の制作と各学校への配布 

▸ 県内神楽団の連携強化 

▿ 神楽団を主体とした横断的組織の設立 

▸ 初心者向けの仕組み作り 

▿ 音声ガイドやモニターによる解説の浸透 

③ 経済効果を高めるための施策  

▸ 新たな神楽ファンの獲得 

▿ 「ひろしま神楽情報センター」を中心とした情報発信、戦略的な広報展開等による

新たなファンの獲得 

▸ 飲食店とのタイアップ 

▿ 神楽公演来場者を対象とする割引サービス、神楽関連メニューの提供、飲食店での

定期公演告知等 

▸ 神楽団員との親睦の場の提供 

▿ 公演終了後の写真撮影、衣裳体験等 

▸ 芸北地方等への鑑賞ツアーの仕組み構築 

▿ 都市部の定期公演等で興味を持った人達を、芸北地方などの本場へ誘導 
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④ 施策実現のための資金・組織  

▸ 「ひろしま神楽振興基金」の創設 

▿ 広島県・関係市町の拠出、県内企業の協賛およびクラウドファンディングによる寄付

で創設 

▸ マネージメント組織の立ち上げ 

▿ 施策の実行のため、神楽に特化した独自のマネージメント・プロモーション組織を立

ち上げ 

 

 

２．「神楽小委員会」の発足と協議 
 

令和元年７月、施策実現のために必要な事項（特に資金と組織）について協議・検討を行

っていくため、文化振興委員会内に「神楽小委員会」を立ち上げた。 

 

✓「神楽小委員会」メンバー 

座 長 小倉 芳暢    

委 員 木坂 俊治  委 員 野口 隆志 

 金井 正樹   長谷川 純也 

 神田 尚   原田 美穂 

 河野 高信   平原 敏行 

 崔 希美   松原 淳一 

 坂 茂雄   米山 真和 

 四俵 昭雄  ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 北野 尚人 

 冨山 次朗  事務局 赤木 真一郎 

 

✓ 活動内容 

令和元年 ７月３１日 

（第１回） 

・提言内容の整理 

・年度内の実現を目指す施策について 

・実現に向けた調査・交渉等の役割分担について 

令和元年 ８月２９日 

（第２回） 

・施策の実行主体（組織）に関する調査・検討について 

－実行主体候補との協議状況 

・基金の設立に関する調査・検討について 

－設立主体、目標金額、募集活動等の方向性 

・クラウドファンディングに関する調査・検討について 

－種類、手数料、経験者へのヒアリング結果等 

― 施策を実現するために ― 

「②持続可能とするための施策」で掲げた「ひろしま神楽振興基金」の創設が必要であり、 

同時に、この基金を活用し施策を実行していく「組織」の立ち上げが必須である。 
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令和元年１０月 ４日 

（第３回） 

・実行主体候補との協議結果、基金への寄付募集活動について 

－「（公財）ひろしま文化振興財団」協力のもとでの施策実

行と寄付募集 

－財団として実施できる事業と優先的に取り組むべき施策

の整理 

－寄付募集活動の準備（依頼書の内容、スケジュール等） 

令和元年１１月 ５日 

（第４回） 

・実行主体候補との協議結果、基金への寄付募集活動について 

－「（公財）ひろしま文化振興財団」理事会での承認 

－寄付募集活動の協議（依頼対象先、目標額等） 

令和２年 １月１０日 

（第５回） 

・寄付金額の経過報告 

・実行主体の立ち上げおよび実施事業について 

－財団・文化振興委員会等からなる「実行委員会」の設立 

－費用面も考慮した優先順位の検討 

 

 

３．実現に向けた「資金」と「組織」 
 
（１）「ひろしま神楽振興支援事業 寄付金」の募集 

神楽小委員会での協議を経て、令和元年１１月より、公益財

団法人ひろしま文化振興財団の協力のもと「ひろしま神楽振興

支援事業 寄付金」として寄付の募集を開始した。 

 

✓「ひろしま神楽振興支援事業 寄付金」の概要 

▸ 公益財団法人ひろしま文化振興財団を受け皿とし、同友会

会員を中心に広く寄付金を募集する。 

▸ 募集期間は、令和２年３月末までとする。 

▸ 以下の事業を実施予定とし、実施期間を令和２年度および

３年度の２年間とする。 

 

［令和２年度実施予定事業］ 

・現状や課題の共有、県内神楽団の連携強化に資する事業を実施 

▸ シンポジウム「ひろしま神楽の未来を考える（仮）」の開催 

 目 的 ▹「ひろしま神楽」を取り巻く現状や課題を共有する。 

▹ 県内神楽団の連携強化・横断的な組織形成への機運を醸成する。 

対 象 県内神楽団員２００名程度 

想定費用 ５０万円 

▸ 神楽勉強会「ひろしま神楽未来塾（仮）」の開催 

 目 的 ▹ 若手神楽団員を主な対象に、神楽の歴史、演目の時代背景などの

理解を深める。 

▹ シンポジウムで示された課題について、解決策を検討する。 

想定費用 ３０～５０万円（１回１０万円程度、３回～５回開催） 
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［令和３年度実施予定事業］ 

・寄付金の残額により「ひろしま神楽」の認知度向上に資する事業を実施 

▸ 小中学校を対象とした啓発活動 

－神楽の理解を深める小冊子の制作と学校への配付 

▸ 公式ＷＥＢページの制作・プロモーション映像の制作 

－認知度向上のため一貫性のある戦略的な広報の展開 

▸ 県外・海外公演の支援 等 

 

✓ 寄付金の募集結果 

寄付額 ２,０９４,７９６円 

※同友会会員をはじめ、県内各企業・団体、個人の皆様より 

 

（２）「ひろしま神楽振興支援事業 実行委員会」の発足 

令和２年２月、集まった寄付金を活用し寄付金募集の際に示した事業を実行する組織とし

て「ひろしま神楽振興支援事業 実行委員会」を立ち上げた。 

 

✓「ひろしま神楽振興支援事業 実行委員会」メンバー        （令和３年３月時点） 

委員長 林 英樹 ＮＰＯ法人 広島神楽芸術研究所 理事長 

委 員 武田 龍雄 広島経済同友会 文化振興委員会 委員長 

 山田 耕造 公益財団法人 ひろしま文化振興財団 事務局長 

 高井 晴美 公益財団法人 ひろしま文化振興財団 事業推進員 

 小倉 芳暢 ＮＰＯ法人 広島神楽芸術研究所 専務理事 

 増田 恵二 ＮＰＯ法人 広島神楽芸術研究所 理事 

 砂田 充教 ＮＰＯ法人 広島神楽芸術研究所 事務局次長 

監 事 岡村 恒 広島県 環境県民局文化芸術課 課長 

 赤木 真一郎 広島経済同友会 文化振興委員会 事務局 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 北野 尚人 広島経済大学 教授 メディアビジネス学部学部長 

 

実行委員会発足により、文化振興委員会は実行委員会から事業の実施状況等について定期

的に報告を受け、必要に応じ協議等を行っていく体制となった。あわせて、文化振興委員会

内に設置した「神楽小委員会」は活動を終了した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ひろしま文化振興財団、ＮＰＯ法人、行政、

文化振興委員会で組織 

・集まった寄付金を活用し、提言書で掲げた

施策を実施 

（活動期間は、令和２年度・３年度の２年間） 

 

・施策の実施状況を確認 

・必要に応じ協議・検討 

広島経済同友会 

文化振興委員会 

ひろしま神楽振興支援事業 

実行委員会 

 

報告 

確認 

協議 
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４．新型コロナウイルス感染症の影響による事業内容の変更 
 

提言書施策の実現に向け、寄付金により「資金」を確保し、施策を実行する「組織」（実

行委員会）が発足したものの、新型コロナウイルス感染症の拡大により、令和２年度に予定

していた事業である「シンポジウムの開催」「神楽勉強会の開催」は、実施が困難な状況とな

った。 

コロナ禍により神楽団の活動自体も大きな制約を受ける中で「ひろしま神楽振興支援事業」

として実施できることを検討し、当初の目的に沿う事業であることを前提に、令和２年度に

実施する事業の内容を変更した。 

 

（当初の実施予定事業） 

２年度 ▸ シンポジウム「ひろしま神楽の未来を考える（仮）」の開催 

 ▸ 神楽勉強会「ひろしま神楽未来塾（仮）」の開催 

３年度 ▸ 小中学校を対象とした啓発活動 

 ▸ 公式ＷＥＢページの制作・プロモーション映像の制作 

 ▸ 県外・海外公演の支援 等 

 

 

 

✓ 変更後の実施事業 

２年度 ▸ 公式ＷＥＢページの制作 

 ▸「新型コロナウイルス感染拡大防止対策 ガイドライン講習会」の開催 

 ▸ 神楽無観客公演（動画配信）への協力 

※３年度は、コロナ禍の収束状況を確認のうえ再度検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業内容を変更 
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（１）公式ＷＥＢページの制作（４月） 
  

内 容 
 
▹ 公益財団法人ひろしま文化振興財団のホームページ内に「ひろしま神楽

振興支援事業」の専用ページを設け、寄付社(者)名、事業の告知・実施

状況、収支報告等を掲載する。 

※当初、令和３年度の事業に予定していたが、上記内容の掲載・報告等を

適宜行っていくため、事業開始と同時に実施 
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（２）「新型コロナウイルス感染拡大防止対策 ガイドライン講習会」の開催（７月） 
  

内 容 
 
▹ コロナ禍により、定期公演・競演大会の中止、練習の取り止めが続く中、

神楽団が安心して練習・公演ができるよう、専門家の監修による「感染

拡大防止対策ガイドライン」を策定し、講習会を開催する。 

対 象  県内神楽団・大会主催者・行政担当者等、約１００名 

費 用  ３０万円 

◗ テキスト作成・印刷、ＶＴＲ収録、附帯設備使用料、講師謝金等 

 

✓ 神楽団の練習再開、活動維持に向けた指針となり、また多くの神楽団員が一堂に会し

神楽の存続について考えることで、県内神楽団の連携強化にもつながった。 
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（３）神楽無観客公演（動画配信）への協力（８月） 
  

内 容 
 
▹ 公演中止が続く状況を打開するため、神楽門前湯治村、県民文化センタ

ー等にて無観客公演を撮影し、ＹｏｕＴｕｂｅで配信する。 

▹ 安芸高田市・北広島町・安芸太田町・廿日市市・三次市・広島市の１１

神楽団、１高校神楽部の１２団体が参加し、３密を避けながら数日に分

けて撮影・配信を行う。 

 
費 用 

 
 ５０万円 

◗ 動画配信費、チラシ作成費等 
 

※主催は、県内市町からなる「広島広域都市圏協議会～神楽まちおこし

協議会～」であり「ひろしま神楽振興支援事業実行委員会」は協力・

協賛として事業に協力するとともに資金の一部を拠出 

 

✓ 広島県文化芸術課・広島県教育委員会の協力のもと、県内小中学校に動画配信のチラ

シを配布した。 

動画視聴者の年齢別分析では１０代以下の視聴も一定数あり、予定事業の一つである

「小中学校を対象とした啓発活動・認知度向上」にもつながった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

５．今後の事業について 
 

令和３年３月、「ひろしま神楽振興支援事業 実行委員会」を開催し、令和３年度に実施

する事業について協議を行った。 

 

✓ 現状認識 

・新型コロナウイルス感染症の影響は長期化しており、依然として今後の見通しは不透明で

ある。提言を取りまとめ、施策の実現を目指していた頃とは「ひろしま神楽」を取り巻く

環境が大きく変化していることを前提に、令和３年度に実施する事業を検討していく必要

がある。 

・一方、コロナ禍による危機は県内神楽団共通のものであり、同じ危機感を持つ神楽団や関

連自治体の間で連携の意識が生まれつつある。 

 

✓ 令和３年度の方向性 

連携が生まれつつある県内神楽団員と実行委員会メンバーからなる「事業検討グル

ープ」を立ち上げ、コロナ禍を踏まえた「ひろしま神楽」の現状の課題を解決する

“より実効性の高い”事業について、改めて検討する。 

 

※事業を検討する上での前提 

①「ひろしま神楽振興支援事業」の目的である「ひろしま神楽」の保存・継承、振興・

活性化に資する事業であること 

②当初、令和３年度実施予定事業としていた 

▸ 小中学校を対象とした啓発活動 

▸ 認知度向上のため一貫性のある戦略的な広報の展開、等の 

「ひろしま神楽」の認知度向上に資する事業から逸脱しないこと 

 

スケジュール（予定） 

４月初旬 各神楽協議会等とも連携のうえ、神楽団員メンバーを選定 

４月・５月 「事業検討グループ」開催（複数回） 

６月以降 実行委員会での承認等を経て、事業開始 

 

 

神楽団員を交えた検討を行うことにより、提言の大きな目的の一つであった「県内神楽団

の連携強化・横断的な組織形成への機運醸成」にもつながることを期待したい。 
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第２部  広島文化の見聞を広める活動 

文化振興委員会では、令和元年度より『広島の文化についてあらためて見聞を広め、広島の

文化の棚卸し、再発掘に取り組む。取り組みにあたっては、特定のジャンルに捉われることな

く幅広い文化を対象に卓話や視察を通じ調査・研究を行い、委員会の活動を通じて、広島の文

化について広く深い知識を有する「広島の文化に精通した経済人」となることを目指す』こと

を掲げ、活動してきた。 

第２部では、様々な分野の講師の方が話された「広島の文化」に関する卓話の内容、および

視察会で見聞してきた内容について報告する。 

 

 

１．卓話「嚴島神社の大鳥居の歴史」（令和元年７月５日） 

県立広島大学 宮島学センター長（特任教授） 秋山 伸隆 氏 

 

国宝で世界遺産にも登録されている嚴島神社だが、その大

鳥居は建てられてから１４０年以上が経過し、損傷や老朽化

が進んでいる。 

嚴島神社のシンボルであり、現在、大規模な保存工事が行

われている大鳥居をテーマにお話しをする。 

 

（１）嚴島神社の社殿について 

嚴島神社の創建は、伝えられたところによると推古天皇

の頃の５９３年と言われているが、現在の海上にある社殿

は、平安時代末期の平清盛の頃に建てられたと考えられて

いる。その後、大きな火災等の度に修復が繰り返され、現

在に至っている。 

海上にあるため、桧の皮が使われている屋根は、通常５０

年もつものが３０年程度しかもたず、台風の被害も受けやす

いので管理が大変である。 

 

（２）大鳥居の構造について 

鳥居は「神社において神聖な区域を表示するために作られる施設」と説明される。語源は

「にわとりの止まり木」など諸説あるが、形の起源等とあわせ詳細は不明である。 

嚴島神社の大鳥居は国の重要文化財に指定されており、高さ約１６ｍ、長さ約２４ｍ、総

重量約６０ｔで、木造の大鳥居としては全国でも最大級である。今年、約７０年振りに大規

模な保存修理工事がある。 

大鳥居は、楠で造った２本の主柱を杉で造った各２本の袖柱が支え、上下２ヵ所にそれぞ

れの間を通す差抜で固定している。全体は朱く塗られ、東側には日光、西側には月光の飾り

金具が付けられている。扁額は２枚あり、海側は「厳嶋神社」、神社側は「伊都岐嶋神社」と

書かれているが、扁額が２枚ある鳥居は全国的にも珍しい。 
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西側の主柱は香川県観音寺市の豊浜八幡神社から、東側の主柱は宮崎県西都市から切り出

された楠で、現地には切り出したことが記された石柱が建っている。それぞれ、海路で運ん

だと考えられる。 

柱は、海底奥深くに埋め込まれている訳ではなく、砂地に置かれ鳥居自体の重さで立って

いる。重量を増すため、空洞になっている屋根の笠木の中に大量の石が詰められており、ま

た、柱が傾かないよう、松の丸太を打ち込みその上に板石を置く基礎工事が行われている。 

 

（３）大鳥居の歴史について 

現在の大鳥居は、初代から数えると８代目である。 

初代は平安時代末期に建てられたと言われているが、資料が少なく、いつ建てられたか、

どのような規模であったか、また現在と同じ場所にあったかなど不明な点が多い。 

２代目は文献資料が残っており、１２８６年に建てられ３９年間存続し、１３２５年に大

風で倒れたと記されている。柱の長さは約１４ｍと現在の大鳥居とほぼ同規模であり、場所

も海中にあった。 

３代目は１３７１年に建てられた記録があるが、４代目が建てられた１５４７年までの間

でいつ倒れたかは不明である。恐らく１００年以上の長期に亘り大鳥居がなかった期間があ

るのではないかと考えている。 

４代目は、戦国時代の１５４７年、大内義隆の時代に建てられた。柱は、次の５代目と同

様に宮島から程近い能美島から切り出され、「厳嶋大明神」「伊都岐嶋大明神」と書かれた扁

額には大内菱と言われる菱形の紋所が記されている。 

５代目は、１５６１年、毛利氏の時代に建てられた。存続期間は１５５年と歴代大鳥居の

中で最長だが、１７１６年に風もないのに自然に倒壊したと言われている。内部が相当朽ち

ていたと思われ、現在の８代目が存続１４４年になることを考えると、やはり今回の大規模

修理は必要である。５代目の建立については後ほど詳しく説明する。 

６代目は、１７３９年に建てられた。東の主柱は広島市中区の広瀬神社、西の主柱は安芸

郡府中町から切り出された楠で、用材は全て広島藩内で調達されたが、１７７６年に落雷の

ため３７年間の存続で焼失した。 

７代目は、１８０１年に建てられた。建立の際、広島藩内で楠の巨木が見つからず杉で建

てることも検討されたが、嚴島神社の神前で行ったくじの結果、やはり楠で建てることにな

り、現在の和歌山県である紀伊国から調達した。４９年間存続したが１８５０年に台風によ

る大きな被害を受けた。 

現在の８代目は、台風の被害から２５年後、幕末の混乱期を越えた１８７５年（明治８年）

に建てられ、以後１４４年が経過している。 

 

（４）５代目大鳥居の建立について 

戦国大名であった毛利氏は、安芸国の支配者として幕府から公式に認められたことを宣言

する意味もあり、安芸国一宮でもある嚴島神社大鳥居の再建に着手した。 

毛利氏より、主柱と袖柱、柱をつなぐ大貫と脇貫の楠は能美島から切り出すこと、屋根を

作る笠木など他の用材は岩国などから調達することが指示された。海上輸送に便利で、比較

的宮島に近い場所が選ばれている。 
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他の必要な物資は、道具を製造する鉄材、のみや斧などの工具、足場を組む丸太、額を修

理する漆など多岐に亘る。 

木材の運搬などに必要な大きなロープを作ることだけで延べ８１０人、主柱の切り出しに

は延べ５千人以上の労働力が必要とされ、脇柱の調達などをあわせると延べ９千人以上の人

員が動員された。作業に参加した人々には、作業量や内容に応じ、米、味噌、塩、鰯などが

支給されたことが記されている。 

 

（５）現在の大鳥居の保存修理 

大鳥居は風波・落雷などの被害を度々受けており、明治４２年から屋根の葺き替えや塗装

を中心とする大修理が行われた。８代目が建てられた当時の大鳥居は、朱色は仏教的である

とされ素木のままであったが、この修理の際に朱く塗られた。 

大正時代の修理では、柱が海水に浸かる部分を鉄筋コンクリートで補強したが、この工事

は逆効果であった。コンクリートに密閉された内部で虫害や腐朽が進み、後に大規模な根継

ぎが必要となる。 

昭和２５年から行われた大修理では、屋根の葺き替え、塗装修理のほか、損傷した柱の根

継ぎが行われたが、根継ぎは大鳥居を宙に釣り上げ柱の基部を切り取る修理となり大変な作

業であった。必要な楠は、佐賀県と福岡県から調達した。 

その後も柱の根元をモルタルと樹脂で補強する修理や塗装修理などが繰り返し行われて

いるが、海水や風雨にさらされている大鳥居は、非常に過酷な環境に置かれている。１５５

年間存続した後、風もないのに自然に倒壊した５代目と同じ運命にならぬよう、嚴島神社の

大鳥居を後世に伝えるためにも、今回の大規模修理を確実に実施していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

２．卓話「ひろしま歴史街道への誘い ～歩けば歴史が見えてくる～」（令和元年１０月７日） 

郷土史研究家 佐々木 卓 氏 

 

「西国街道」は、毛利氏から福島氏の時代に整備が始まり浅野氏が受け継いだものである。

「西国街道」をはじめ実際に“みち”を歩くと、多くの歴史的な発見がある。 

 

（１）「みち」と「まち」 

広辞苑には、身の意味の「み」と血の意味の「ち」が合わさり「みち」になったとあり、

体を流れる血液のようである。そこから人や車が往来するところ、目的地への道のりという

意味が生まれた。 

「まち」は、間の意味の「ま」と道の意味の「ち」が合わさり「まち」になったとあり、

道と道の間にある集落という意味である。 

大きな「まち」と「みち」でつくられたものが「街道」であり、古来より日本人は「みち」

と「まち」を一対のものと捉えてきた。 

 

（２）歴史ウォークの楽しみ方 

英語で引くと、みちは「Ｔｒａｃｋ」「Ｐａｓｓ」「Ｗａｌｋ」、まちは「Ｔｏｗｎ」「Ｃｉｔｙ」な

どいろいろな言い方があるが、西洋での歴史ウォークは行楽感覚で楽しむ個人志向が強く、

東洋では、旅というと大将について戦争に行くことが発祥であることもあり団体志向が強い。 

 

（３）ひろしまの「みち」と「まち」 

文化は「みち」を通じて「まち」に入ってくる。広島も、歴史的に城下町や宿駅が栄え、

山陽道をはじめとする街道が整備されていたため、多くの文化が堆積している。 

市内の歴史街道には、古代の京と大宰府を結ぶ大路であった古代山陽道（影面の道）、広

島と出雲と結ぶ出雲石見街道（雲石路）、京都と長崎を結び参勤交代の往来のために整備され

国道２号線の祖型となった西国街道（近世山陽道）、広島城下と三次城下を結び三篠川に沿う

三田往来（三篠川舟運）、江戸時代の絵師である岡岷山（おかみんざん）が旅をした都志見往

来（岡岷山絵巻）がある。 

町並みは、武家や商家を中心とした広島城下町があり、大阪以西で最も繁華な「まち」で

あると言われていた。 
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（４）西国街道とは 

西国街道は京都から西に向かう街道を指し、西国路、山陽道とも言う。本来は、平安末期

に平清盛が整備した平安京と兵庫県の福原京を結ぶ陸路であったが、戦国時代以降にほぼ近

世の経路となった。近世では、広島藩のように「西国街道」と呼ぶ藩と福山藩や萩藩のよう

に「山陽道」と呼ぶ藩があった。 

県内の西国街道の幅員は４.５ｍに相当する２間半で、出雲路や石見路よりも広かった。 

参勤交代の往来は、島津藩や鍋島藩、黒田藩になると２千人以上の規模になる。宿泊用に

街道沿いに設置された宿駅の本陣では対応しきれず脇本陣等が整備されたが、それでも足り

ない場合は寺や神社に宿泊したようである。 

幕末の広島の人口は１０万人近くで、江戸１００万人、大阪４０～５０万人、京都３０万

人、名古屋、金沢等に次ぐ全国でも上位１０位に入る規模であった。 

江戸時代には海運が盛んであったが、九州や下関と大阪の間にある広島は海運上も重要な

場所であり、陸路・海路の双方から様々な物資や文化が入ってきた。 

 

（５）広島城下の西国街道 

広島の城下町は、浅野家が藩主の時代に街道とあわせて本格的に整備された。 

大手通筋として、今のそごうとメルパルクの間にある一丁目御門から白神社を通り鷹野橋

まで続く白神筋、京口門から幟町を通り京橋まで行く京橋筋があり、参勤交代で利用された

と言われている。 

当初、浅野藩は、参勤交代の際は加古町から船で大阪まで行き、京都から行列で江戸まで

行っていたようだが、幕末頃に西国街道を通り陸路で行くようになった。よく西国街道を利

用していたのは、九州の島津藩や黒田藩である。 

往還分れとして、西国街道から出雲石見街道への分岐点となる堺町、浜田往還に続く古江

村、津和野街道に続く宮内村があった。 

宿駅伝馬は、京橋川と本川の間は宿泊ができなかったため馬６０頭をそろえる東宿と４０

頭をそろえる西宿の東西に分かれて整備された。東宿は猿猴橋町から東愛宕町、西宿は堺町

から天満町あたりで、城下町宿として栄えた。また、長い街道の間宿として、上瀬野の一貫

田、草津、大野あたりが整備された。 

街道とあわせ川港も整備され、現在宇品線が通っているところを流れていた西塔川の鷹野

橋では、参勤交代時の藩主の船が係留されていた。 

安芸郡では、東は上瀬野から西は矢賀までの５里程度、佐伯郡では、東は己斐から西は玖

珂までの８里程度、西国街道が通っていた。 

 

広島は全国でも有数の大路であった「西国街道」が通り、歴史の中で街道も町並みも整備

され、多くの人々や文化の往来があった。皆さんも、広島の素晴らしさを再認識してほしい。 
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３．卓話「大聖院の歴史と見所」（令和元年１２月１０日） 

宮島弥山大本山 大聖院 副住職 吉田 大裕 氏 

 

 

（１）大聖院とは 

８０６年、弘法大師空海が、唐から戻り京都に

向かう途中で修業をしたことが始まりである。宮

島の中で神仏習合として嚴島神社と共に存在して

きた寺であり、京都仁和寺が総本山である真言宗

御室派の大本山である。 

嚴島の山宮とされ、弥山を守り、弥山の上に建

つ多くの堂の管理も行っている。嚴島神社に仕え

管理する別当寺として、嚴島の祭祀や法会を執り行

ってきた。大聖院の住職は、山を守るという意味も

ある仏教用語「座主」という称号で呼ばれている。 

空海が修業をした護摩行の残り火を「消えずの火」

として守っている。「消えずの火」を使って沸かした

弥山の水は万病に効くと言われ、この火は平和記念

公園の「平和の灯」の元火にもなっている。 

 

（２）大聖院と嚴島神社 

嚴島神社は５９３年に、大聖院は空海により８０６年に創建された。 

日本は古来より自然の神々を崇拝する習慣があったが、５３８年に大陸から仏教が伝わっ

て以降、聖徳太子の「十七条の憲法」制定や、聖武天皇の「国分寺・国分尼寺」建立の影響

もあり、仏教が急速に全国に広まった。 

空海は遣唐使として唐に行き、仏教を学んだ。遣唐使は２０年に一度の行き来であり、本

来であれば帰国は２０年後になるが、たまたま２年後に唐の帝が亡くなったため急きょ遣唐

使船が出ることになり、その帰りの船で最澄と共に帰国した。天台宗を開いた最澄は帰国後

すぐに京都に入ることができたが、真言宗を開いた空海は九州で足止めとなり、数年後に京

都に向かった。その頃嚴島で修業をし、広島に仏教を広めたと言われている。 

１１６８年、真言宗を信仰していた平清盛が、高野山の高塔を修復する際に老僧からお告

げを受け、嚴島神社の現在の社殿を造った。神社である嚴島神社にお経の「平家納経」が奉

納されており、平清盛は「平家納経」の中で「嚴島大明神は十一面観世音菩薩の化身である」

と書いている。 

 

（３）大聖院と仁和寺 

真言宗総本山である京都仁和寺は、８８８年、宇多天皇を初代住職として始まった。仁和

４年にできたため仁和寺というが、名称に元号を使える寺は比叡山延暦寺や東京上野の寛永

寺等わずかである。仁和寺では住職のことを門跡と言い、明治まで皇室関係者が門跡などの

要職を務めていたが、２０代門跡の任助法親王は、晩年を大聖院で過ごし嚴島で亡くなった。 
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真言宗には、仁和寺のほかに金剛峰寺や醍醐寺、善通寺など１８の本山があり、大聖院も

それぞれの寺院と交流がある。 

 

（４）神仏習合 

神は仏が姿を変えて現れたものとする「本地垂迹説」は、いろいろな神をいろいろな仏に

結び付けている。神仏習合思想では、天照大神は大日如来と同一視されている。 

神社である嚴島神社で、お経を供養するために行う一切経会や御戸開節会という法要が行

われる。他にも、松明を持って神社に集まり読経をする鎮火祭や、管弦を演奏しながら僧が

海上から神社の神々を慰める管弦祭など、神道と仏教が習合した行事が多くある。 

 

（５）排仏論と廃仏毀釈 

江戸時代、外来宗教である仏教に対する排仏論が起こり、幕末に復古神道と協調した。 

１８６８年には明治政府が神仏分離令を出し、皇室との関わりが深かった真言宗は大きな

影響を受けた。多くの寺が取り壊され、僧侶の多くは還俗させられ一般の人に戻された。 

嚴島でも明治元年に還俗が行われ、神前では仏像や仏具が取り除かれたが、五重塔、多宝

塔、大経堂は、中の仏様である本尊を大願寺へ持出すことで破壊を免れた。 

嚴島神社は仏教建築の建物であったが、本殿の屋根を神社のように修理することで取り壊

されずに済んだ。また、社殿の朱色は仏教的であったため、砂で洗い白木とした。 

宝蔵に納められていた「平家納経」は仏具であるが、当時の宮司が「神が所有する神物に

人が手出しをすることはできない」と抵抗し守った。嚴島神社の本殿にあった十一面観世音

菩薩は、大聖院の境内に移され現存している。 

 

（６）大聖院の歴史 

１５９０年、豊臣秀吉が大聖院で歌会を開いた。秀吉は、１５９３年、朝鮮出兵の帰りに

航海安全のお礼参りとして嚴島に寄り、大聖院の本堂を再建し波切不動明王を奉納した。 

明治１８年（１８８５年）、明治天皇が来られ、大聖院に宿泊された。 

明治２０年（１８８７年）に大聖院が、翌２１年（１８８８年）には弥山本坊が火災によ

り焼失してしまう。この頃、私の祖先である吉田家が再建のため大聖院に来た。 

明治２７年（１８９４年）、大正天皇が皇太子の頃に弥山登山をされた。 

大正３年（１９１４年）、１２年（１９２３年）には、昭和天皇が皇太子の頃に二度登頂

されている。 

昭和５１年（１９７６年）、焼失した三鬼堂に替わり建てられた摩尼殿は、京都の金閣寺

を模して権現造りで造られた。 

平成１８年（２００６年）には、大聖院でダライ・ラマ法王による法要を行った。空海が

開いた真言密教はチベットにもあり、弥山開創１２００年の記念事業として法王を招いた。

大聖院に１週間宿泊してもらい法要や法話会などを行ったが、その時使用した砂曼荼羅は、

密教同士の交流記念として流さずに永久保存としている。 

台風などの災害や「消えずの火」を守っている霊火堂の焼失などいくつかの苦難もあった

が、皆様のお力添えで、今日まで大聖院を守ってこれた。次の世代につないでいけるようこ

れからも頑張っていきたい。 
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４．視察「尾道視察会」（令和２年１月２１日～２２日） 

 

４-１．国宝の寺「浄土寺」視察 

尾道写真家 村上 宏治 氏 

 

（１）浄土寺の概要 

浄土寺は、飛鳥時代の６１６年、聖徳太子による開祖と伝えられている。 

過去に一度焼失し、現在の建物は約７７０年前に建てられた。その際、焼失した古い建物

や貯蔵品の上に盛り土をして建てたため、境内全体が国宝である。境内全体が国宝に指定さ

れているのは、清水寺等３ヶ所しかなく、７７０年も前の建造物が残っているのは浄土寺だ

けである。 

建造時は詳細な設計図などない時代で、棟梁が板に描いた絵を基に建てた。きちんと建て

られた寺には、ある一点から見ると全ての建物の配置が一目で分かるポイントがある。棟梁

が決めたポイントであり、そこを基準に全体のバランスや建物のライン、軒の長さなどの確

認を行っていた。ちなみに、東大寺の柱の穴は木材の東西南北を合わせるためのものである。 

寺の建造には多くの木材が使われるが、浄土寺は広島産の木材が多く、建造時の樹齢が２

千年を超えていたものもある。 

本堂の屋根にとまっている鳩は飼っている鳩で、約５００羽いる。元来は、コメの相場や

京都の動きを尾道に伝える伝書鳩であった。白い鳩は平和のシンボルといわれるが、戦争終

結や和睦を伝える伝書鳩であったことが由来である。 

室町時代の足利尊氏は、九州に都落ちした後、再び京都に戻り湊川の戦いに臨む途中で浄

土寺に寄ったが、その際も、伝書鳩を瀬戸内海の船上から浄土寺に飛ばし、参詣の許可を得

たと言われている。 

一般に、寺には、江戸時代に徳川家がつくった檀家制度により主に葬式を行う寺と、それ

以前からあった政治の出張所の役割を持つ寺の２種類があり、浄土寺は後者である。浄土寺

に檀家はおらず、今生きている天皇のみを祀る寺であり、足利尊氏が浄土寺を参詣したのも、

戦に臨む許可を天皇家から得るためである。浄土寺住職の許可は、天皇家の許可と同一であ

った。 

 

（２）内陣の説明 

現在は取り払われているが、当時は御簾で隔てられていて、住職による許可の書面などは

御簾の下から出された。浄土寺は天皇直系の寺として存在し、住職は天皇家の代弁者として

大きな力を持っていた。 
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本尊は平安時代初期に造られた非常に貴重な仏像で、京都石山寺の仏像と同一の木で造ら

れており、京都と密接な関係にあったことが分かる。 

内陣は音響や照明の効果がよく考えられて造られており、戸を閉めてお香を焚くと非常に

厳かな気持ちになる。置いてある太鼓は大きくて抱えることはできないが、万一火事が発生

した時などに持って逃げることができるよう、ある１ヶ所を持ち上げるとバラバラになる造

りになっている。 

 

（３）玉座の間と露滴庵 

本堂の奥にある玉座の間は、現在の天皇も１年半滞在し勉強した。 

この部屋には聖徳太子の孝養像があり、普段教科書などで目にする孝養像は浄土寺のもの

である。聖徳太子にまつわる展覧会等で必ず出るのが法隆寺だが、次に出てくるのが浄土寺

であり、聖徳太子信仰の京都より西側の中心地である。 

この部屋の天井と欄間が接していない造りは、皇室ゆかりの部屋という意味である。 

皇族の方が座る奥の間と大名等が座る畳の部屋はＬ字の配置になっており、畳の部分から

皇族の方の顔は見えない。畳は同じ向きに敷かれており、許可を得て少しずつ畳の上を進む

が、顔が見えない位置までである。 

玉座の間の外に見える露滴庵は、現代のお茶に関わる人も憧れる茶室で、京都の伏見城か

ら移設されたものであり、皇室にゆかりがある茶道速水流が年に１～２回使用している。千

利休の茶室大庵の写しと言われているが、写しとは単なるコピーではなく、本家が火災等に

より消失した時にそのまま移築できるよう、同じ内容やレベルで造られているものである。 

 

（４）本堂奥の部屋にて 

中央に今上天皇の位牌があり、その前で現在の天皇も読経した。真ん中の仏像の額にはイ

ンドから運ばれた琥珀が、また頭部には水晶が使われている。なお、両脇にある仏像は約９

００年前に造られたものである。 

 

（５）尾道について 

尾道は、尾道港が約８５０年前の平安時代に開港して以降、港町として栄えてきた。瀬戸

内海を利用した交易が盛んで、重要港である尾道には京都からの出張所として寺が多数でき

た。当時は、今のＪＲ山陽本線が通る辺りまでが海で浄土寺を下ったところに港があり、こ

の辺りが尾道の中心地であった。 

明治時代になった時、尾道に広島の県庁を置く話もあったが、商人の町であったため断っ

たようだ。財閥の住友家が銀行進出を決定する会議を開いた地でもあり、住友家は銀行進出

に向け、浄土寺に参詣し祈祷をしている。 

大正時代には志賀直哉が滞在し小説を書いており、滞在時の様子は小説「暗夜行路」にも

書かれている。映画監督小津安二郎の代表作「東京物語」の撮影場所にもなった。 
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４-２．爽籟軒（そうらいけん）庭園「茶室 明喜庵」視察 

尾道写真家 村上 宏治 氏 

 

爽籟軒は、江戸時代の豪商で後に広島銀行を創設した橋本家の別

荘であった。趣向を凝らした庭園は、当時の豪商や尾道の繁栄を現

している。庭園内には、茶室までの間に中門や腰掛待合がある。 

「茶室 明喜庵」は、京都山崎にある国宝「妙喜庵待庵」の写し

であり、尾道市の重要文化財に指定されている。当時の造りのまま

保存しており、天井や引き戸の高さはやや低くなっている。 

土日祝日は一般にも開放され、有料でお茶会を開くこともできる。 

 

 

４-３．大三島「大山祇神社」視察 

（現地専門ガイドによる説明） 

 

（１）大山祇神社の概要 

大山祇神社の始まりは、神武天皇御東征の頃と言われ、天照大神の兄神にあたる「大山積

大神」を御祭神としている。平安時代に日本で唯一の「日本総鎮守」の称号を朝廷より与え

られ、山の神・海の神・戦いの神として、歴代の朝廷や武将から崇拝されてきた。 

初代内閣総理大臣の伊藤博文や山本五十六なども参拝している。鳥居の脇にある石柱に彫

られた神社名は、伊藤博文が参拝した際に揮毫したものが彫られている。 

 

（２）鳥居から拝殿まで 

境内入口のある鳥居は「二の鳥居」であり、「一の鳥居」はだいぶ離れた瀬戸内海に面し

た場所にある。 

鳥居の右手に「絵馬殿」がある。古来より、御祭神に対して生き馬を奉納する慣習があっ

たが、生き馬は非常に高価であったため、次第に粘土で作った馬や絵に描いた馬を奉納する

ようになった。現代の絵馬は、その名残りである。 

絵馬殿の前には、神の田である「斎田」がある。ここでは、大山祇神社の伝統神事である

御田植祭と穂抜祭が行われ、収穫された稲穂は御祭神にお供えする。 

斎田後ろの広場では、豊作を感謝し来年の豊作を祈念する神事で、愛媛県無形民俗文化財

である「一人相撲」が行われる。以前は世襲制であったが、現在は市役所職員が行っている。 

拝殿に向かう途中に楠の巨木がいくつかあるが、その１つ「能因法師 雨乞の楠」は樹齢

３千年の日本最古の楠で、国の天然記念物である。この楠は、約９００年前に伊予国が渇水

に苦しんだ時、能因法師が祈念の歌を吊るしたところ３日間伊予の国に雨を降らせたと言わ
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れている。拝殿の手前に、大山祇神社の御神木である樹齢２６００年の「乎知命（おちのみ

こと）御手植の楠」がある。大三島に御祭神「大山積大神」を祀った大山積大神の孫「乎知

命」によって植えられたと伝えられ、この楠も国の天然記念物である。息を止めて樹の周り

を３周すると、願いが叶うと言われている。 

 

（３）拝殿にて 

拝殿には、大山祇神社の社紋と合わせて、皇室ゆかりの菊の御紋が掲げられている。菊の

御紋の使用が認められている神社は日本でも少ないが、初代天皇である神武天皇の５代祖先

が天照大神であり、御祭神の「大山積大神」が天照大神の兄神にあたることから、「大山積大

神」は天皇家の縁戚にあたる。現在の天皇も、皇太子の時に大山祇神社を参拝している。 

 

（４）宝物館にて 

宝物館の紫陽殿・国宝館には、国宝・重要文化財の指定を受けた武具類の約８割が保存さ

れていると言われている。御祭神「大山積大神」は戦いの神として崇拝されていたため、多

くの武将が戦勝祈願や戦に勝利したお礼のため、自分の武具類を奉納した。 

展示されている兜・鎧・刀剣類は、平安時代初期に作られた日本最古の大鎧、源義経が奉

納した赤い糸の鎧、源頼朝の紫の糸の鎧、武蔵坊弁慶の薙刀や後村上天皇が奉納した国宝の

大太刀等多数あり、歴史上の著名な人物が所有していた武具類を実際に見ることができる。

鶴姫伝説で有名な鶴姫が身に付けた鎧は、日本に現存する唯一の女性用鎧と言われている。 

刀剣は、長さによって１尺（約３０ｃｍ）未満の短刀、１尺から２尺の脇指、２尺以上の

太刀に分かれ、実際に戦で使用した刀剣は刀身に刃こぼれが見られる。館内には、武具類の

他に、飛鳥時代の女帝である斉明天皇が奉納した葡萄鏡などが展示されている。 

 

 

４-４．因島「本因坊秀策 囲碁記念館」見学 

 

囲碁の黄金期と言われる江戸時代末期に因島に生まれ、

１５０年来の碁豪と称された「本因坊秀策」の生涯等を展

示した記念館を見学。 

幼い頃より囲碁の才能を発揮していた秀策は、９歳で日

本最高峰の本因坊家に入門し、２０歳で第１４世本因坊跡

目を襲名した。囲碁を好んだ徳川将軍の前で対局する御城

碁で１２年間にわたり１９連勝無敗の大記録を作ったが、

当時江戸で流行したコレラにかかり３４歳で死去した。 

秀策の布石は秀策流と称され、現代の棋士にも大きな影響を与えている。２００４年には、

徳川家康、第１世本因坊算砂、第４世本因坊道策とともに、日本棋院「囲碁の殿堂」入りを

した。 

記念館には、幼少期から亡くなるまでの秀策の生涯を紹介する資料のほか、秀策の生家を

再現した家屋、特別な対局室「幽玄の間」を再現したセット等が展示され、隣接する神社に

は秀策の顕彰碑が建立されている。 
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４-５．尾道「持光寺」視察 

尾道写真家 村上 宏治 氏 

（１）持光寺本堂にて 

持光寺は、平安時代初期の８３０年頃、密教系である天

台宗の寺として建てられ、その後、火災からの復興を機に

浄土宗に改宗した。本堂にある阿弥陀像は髪の毛がアフロ

ヘアのようであるが、これはとても長い時間、髪を切るこ

とも忘れ「どうしたら人々を救えるか」を考えたからと言

われている。 

国宝には、１級・２級・３級・通常の国宝の４種類があ

る。１級から３級までの国宝は国と専門家が鑑定のうえ決

定するが、通常の国宝は地域のために指定するものであり、

その地域によって指定される数も決まっている。 

重要と思われる文化財は、まず県や市の重要文化財に指

定される。指定されると原則動かすこともできなくなり、

この時点で通常の国宝と同様の扱いになる。その後、正式

な鑑定を経て、国宝に指定される。 

 

（２）本堂奥の収蔵室にて 

収蔵室には国宝に該当するか鑑定中の仏像や絵画が保管してある。仏像自体は平安時代や

鎌倉時代に造られていても、一部にその後の時代に修復した際の木材等が混ざっていると、

国宝にはなりにくい。 

仏像の顔は、造られた時代によって異なる。貴族社会であった平安時代は穏やかな顔が多

く、武士の時代である鎌倉時代以降はやや力強い顔になる。江戸時代になると人間に近いよ

うな顔になっていく。また、顔がきれいに見える位置を確認すると、その仏像が置かれてい

た高さや配置が分かる。 

姿勢がやや前傾している仏像は、手を差し伸べ悩みを聞いてあげるとイメージで、真っ直

ぐに立った仏像は言うことを聞くように、といった意味合いがある。仏像の姿勢を見れば、

制作を依頼した寺や住職の思想が分かる。 

仏像には足の先が割れていたり欠けているものがあるが、これは火災が発生した際、持ち

出そうとしてぶつけたことが原因の場合が多い。足先が損傷している仏像は、かつて火災に

あったのではないかと推察される。 

 

（３）金毘羅堂「平田玉蘊記念室」にて 

持光寺には、尾道で生まれ江戸時代後期に活躍した女流画家「平田玉蘊」の墓がある。 

本堂前の金毘羅堂の内部を改装し、玉蘊の作品を展示する初めての常設館となる「平田玉

蘊記念室」とした。展示している作品は、尾道の個人が所有している玉蘊の作品であり、年

４回展示替えをする。 

浄土寺をはじめ尾道の多くの寺で、玉蘊が描いた絵画が所蔵されている。尾道には、郷土

にゆかりがある画家を大切にし、当地の芸術家を育てていこうという気概があった。 
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５．卓話「実は活況、広島美術シーンの今昔」（令和２年８月５日） 

ひろしま美術館 学芸部長 古谷 可由 氏 

 

 

 

 

 

 

以前から、広島はスポーツは盛んであるが、文化については空白地帯だと言われてきた。非

常勤講師を務める大学の学生からも「広島には芸術に関する良い展覧会が来ない」と言われる。

本当に、広島は文化のレベルが低いのだろうか。美術界の観点から、客観的に広島の文化・芸

術について話をしたい。 

 

（１）広島出身の美術家について 

戦後を中心に、広島は多くの美術家を輩出している。 

南 薫造 （みなみ くんぞう） １８８３年～１９５０年、呉市（安浦）出身 

▹ 西洋印象派の美術を日本に持ち込んだ一人であり、印象派の展覧会を日本

で初めて開催した美術家である。作品は、日本の風景や家庭の情景を描い

たものが多い。 

小林 和作 （こばやし わさく） １８８８年～１９７４年、尾道市で活動 

▹ 出身は山口県だが、主に尾道市で活動した。作品は、主に豊かな色彩と独

自の筆遣いで描いた洋画の風景画である。 

靉光 （あいみつ） １９０７年～１９４６年、北広島町出身 

▹ 無意識の探求を意味する「シュールレアリズム」の洋画家で、抽象的な造

形の中に１つの眼が描かれた「眼のある風景」など、特異な作風であった。 

児玉 希望 （こだま きぼう） １８９８年～１９７１年、安芸高田市出身 

▹ 奥田元宋の先生にあたる。写実性の高い水墨画が得意で、日本画の大家で

ある。 

丸木 位里 （まるき いり） １９０１年～１９９５年、広島市出身 

▹ 絵本「ピカドン」など、原爆をテーマとする絵画を描き続けた。現在、三

次の奥田元宋・小由女美術館で特別展が開催されている。 

奥田 元宋 （おくだ げんそう） １９１２年～２００３年、三次市（吉舎）出身 

▹ 燃えるような色彩が特徴の「元宋の赤」が有名で、日本の風景美を描いた

日本画の巨匠である。 

平山 郁夫 （ひらやま いくお） １９３０年～２００９年、尾道市（瀬戸田）出身 

▹ 修道高校在籍時に被爆した経験があり、大学は東京芸大に進学したが、終

生広島への思い入れは強かった。シルクロードへの憧憬など、仏教をテー

マとした作品が多い。 

 

奥田元宋、平山郁夫は日本の美術界を支えた巨匠であり、奥田は日展の、平山は院展のそ

れぞれ代表を務めた。広島は、戦後の日本美術界の鍵となる人物を生んでいる。 
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広島には、著名な美術家がまだ多くいる。 

平櫛 田中 （ひらくし でんちゅう） １８７２年～１９７９年、福山市で育つ 

▹ 出身は岡山県だが福山で育った。木材を使用した写実的な彫刻が有名であ

る。 

圓鍔 勝三 （えんつば かつぞう） １９０５年～２００３年、尾道市（御調）出身 

▹ 木彫を中心としつつも、石材や金属なども組み合わせ、自由な表現で彫刻

を制作した。 

山脇 敏子 （やまわき としこ） １８８７年～１９６０年、呉市出身 

▹ 日本の服飾デザイナーの先駆者で、「山脇美術専門学校」の創設者である。 

山名 文夫 （やまな あやお） １８９７年～１９８０年、広島市出身 

▹ 資生堂のロゴなど、グラフィックデザインを手掛けた著名なデザイナーで

ある。 

榮久庵 憲司 （えくあん けんじ） １９２９年～２０１５年、広島市で育つ 

▹ 

 

 

▹ 

日本を代表する工業デザイナーで「キッコーマン卓上しょうゆびん」をデ

ザインした。当時、一升びんからの量り売りが普通であったしょうゆを卓

上のものとし、消費者の生活を変えた。 

私は、榮久庵が設立に携わった「ＧＫデザイン総研広島」で働いていた時

期がある。同社は、アストラムラインのデザインを手掛け、西風新都の名

称も発案した。 

他にも服飾デザイナーの三宅一生など、広島はデザイン系の人物も多く輩出してきた。 

 

（２）広島の美術系大学について 

美術系の大学として、１９９４年に開学した広島市立大学芸術学部がある。この大学は、

比較的保守的な写実系の芸術を教えている。 

尾道市立大学に、芸術文化学部美術学科がある。この大学も芸術には保守的な立場で、尾

道を舞台に地道な活動をしている。 

広島大学教育学部には造形芸術コースがあり、芸術家を育てる教員を養成する過程で芸術

を学ぶことができる。 

比治山大学短期大学部の美術科は、短大であるため２年間の勉強となるが、１９６７年の

設置と歴史がある。 

芸術を学べる大学が県内に４つもあるのは、他の地方都市と比較しても多い。広島は、芸

術を学びやすい場所である。 

 

（３）広島の美術館について 

現在の縮景園の場所にあった「観古館」をご存知だろうか。１９１３年に開館した日本初

の私立美術館で、浅野家が所蔵していた美術品を展示する、浅野家由来の美術館である。 

美術館は、博物館法で「無料の原則」というルールがあり、利益が出ない範囲でしか入館

料を徴収できないが、「観古館」は当時から無料で公開し、現在では一般的な、飲食・喫煙の

禁止、傘の持ち込み禁止にも取り組んでいた。 

１９４０年に閉館した際、土地・建物および所蔵図書を広島県に寄贈し、その後の県立美

術館・県立図書館につながっていく。 
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現在、広島県には美術館が２９館あり、全国１２位の館数である。意外なことに１位は長

野県で９２館あるが、長野県は、絵本美術館など観光客向けの小さな美術館が多い。４位に

４７館の栃木県、８位に３６館の新潟県など、美術館数は必ずしも都市部の人口集中には連

動していない。また、３４館で１０位の石川県には工芸系の美術館が多いなど、地域それぞ

れの特色がある。 

１０万人当たりの美術館数で比較すると広島県は２０位に下がるが、スーパーやコンビニ

のように置いてあるものがほぼ同一の業態とは異なり、数が多ければ便利というものではな

い。身近に特色ある美術館があることの方が、文化度の面からは重要ではないか。 

都市圏ごとに生活動態を調査する社会生活基礎調査では、広島大都市圏は、全国的にもス

ポーツ鑑賞の割合が突出して高いが、美術鑑賞も、関東大都市圏に続いて全国２番目に高い。

広島は、意外と美術に触れる機会が多い地域である。 

「ひろしま美術館」は、１９７８年、原爆に苦しんだ広島に「愛とやすらぎ」を提供する

ことをテーマに開館した私立の美術館である。「いつも同じ壁に同じ作品」を基本とする常設

展示型の美術館で、所蔵品は、印象派を中心としたフランス近代美術と、印象派に影響を受

けた日本近代美術が中心である。 

広島の大きな美術館としては、「ひろしま美術館」の他に「広島県立美術館」と「広島市

現代美術館」がある。 

「ひろしま美術館」は１９世紀前半から第一次世界大戦頃までの近代美術を、「広島県立

美術館」は第一次世界大戦から第二次世界大戦頃までの広島にゆかりのある作家を、「広島市

現代美術館」は第二次世界大戦以後の現代美術をそれぞれ所蔵・展示しており、広島はタイ

プが異なる美術館が近距離に３館もある、特殊な環境である。 

同じ「広島」ではあるが、県立美術館は歴史を表す「廣島」のイメージで、広島ゆかりの

作家の取集保存に力を入れており、現代美術館は世界に平和を訴える「ヒロシマ」のイメー

ジで平和の継承をモットーとし、ひろしま美術館は文化を表す平仮名の「ひろしま」を館名

に掲げ、世界の名画を市民の皆さんに見てもらうことを意識している。 

広島には他にも、重要文化財の所蔵が多い「ウッドワン美術館」や呉市にある公立の「蘭

島閣美術館」が全国的にも有名である。広島市近郊では、西区の「泉美術館」や廿日市市の

「海の見える杜美術館」、個性的な現代美術を扱う「アートギャラリーミヤウチ」、国宝も所

蔵する宮島の「厳島神社宝物館」がある。 

広島は、東京などと比較しても公立の美術館が多い。公立ということは、観光客ではなく

地元の人のために存在しているということで、芸術振興に盛んな地域であるといえる。公立

美術館は「はつかいち美術ギャラリー」「筆の里工房」「呉市立美術館」「東広島市立美術館」

「奥田元宋・小由女美術館」「尾道市立美術館」「ふくやま美術館」がある。県内ほぼすべて

の市に公立の美術館があることは珍しい。 

 

（４）広島の美術について 

広島の美術館数は全国１２位だが、地域のために活動している美術館が多く、市民が美術

鑑賞に費やす時間が多いということは、美術館に行く習慣がある地域ということである。 

私は、潜在力を含めて広島の「美術」は全国レベルであり、都市の魅力の一つではないか

と考えている。 
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６．卓話「広島護國神社の歴史」（令和２年１０月３０日） 

広島護國神社 権宮司 潮 康史 氏 

 

 

（１）護國神社の総本山、靖國神社について 

全国の護國神社の総本山と言える神社が東京の靖國神社であり、全国の戦没者をお祀りし

ている。靖國神社は、明治２年、明治天皇の命により、明治維新に至るまでの戊辰戦争で官

軍として戦死した人をお祀りするために創建されたことが由緒である。以後、日清・日露戦

争、第一次世界大戦、満州事変、第二次世界大戦等において戦没された御霊２４６万６千余

りの英霊を御祭神として祀っている。 

日本では古来より、亡くなった人の御霊を神として祀り崇敬の対象とする信仰があった。

特に、地域や国家にとって大切な働きをした人の御霊を地域の守り神として祀った神社があ

り、義人神社という。有名な神社では、徳川家康を祀った日光東照宮、豊臣秀吉を祀った豊

国神社等がそうである。靖國神社や全国にある護國神社は、そうした日本固有の信仰に基づ

く神社である。 

 

（２）広島護國神社の由緒について 

広島護國神社は、明治元年、靖國神社よりも先に創建された。明治維新の戊辰の役におい

て戦死した高間省三以下７８名を天皇の命により祀るため、二葉の里にある浅野家を祀る饒

津神社の境内に「水草霊社」として造営されたことが始まりである。護國神社は、高間省三

の写真原板や刀・衣装等を遺族より奉納頂いている。 

昭和３年、社殿の老朽化等により神社の移転計画を立て、昭和９年１１月、旧市民球場の

辺りにあった日本軍第５師団西練兵場の一部１５００坪が提供され移転した。社殿は、太田

川を背にして東向きに建てられた。 

昭和２０年８月、原爆により社殿は全て倒壊・焼失したが、爆心地から僅か２５０ｍの距

離にあった大鳥居と灯篭、鳥居脇に設置されていた青銅製の狛犬、石製の狛犬は残った。そ

の後、大鳥居はＲＣＣ入口の横に、灯篭・狛犬は現在の鳥居脇に移築され現存している。辛

うじて残った御霊代は、当時、宮島の宮司が護國神社の宮司を兼務していた関係で、宮島の

千畳閣に安置奉納された。 

昭和２１年８月、跡地に広島神社と称した小さな祠のような仮社殿を建て少数の関係者で

お祀りを続けていたが、昭和２６年、護國神社復興の機運が高まり、昭和２７年４月に護國

神社復興奉賛会が結成された。その後、４年余りの歳月を経て、昭和３１年１１月、現在地

である広島城跡に移転した。 
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移転先は比治山山頂や焼失した跡地も候補に挙がったが、広島城周辺は旧日本軍の施設が

多かったこともあり現在の場所に決定した。広島城周辺は、かつて日本軍の最高統帥機関で

あった大本営が置かれ明治天皇が住まわれた時期もあり、帝国議会も開かれた場所である。

現在の社殿の入口脇には被爆の第一報を東京に通信した防空施設があり、現在も残っている。 

 

（３）全国の護國神社について 

靖國神社や護國神社の由緒は官軍側の戦没者を祀ることであり、最初から全国にあった訳

ではない。全国的に戦没者が増加した日清・日露戦争の頃から、各地で護國神社創建が進ん

でいく。当時の護國神社は天皇や政府の命により創建される国立の神社であり、戦前の国家

神道であった時代、護國神社は国が管理していた。神職は公務員のような位置付けで、大き

な神社では転勤もあった。戦後ＧＨＱにより神道は排除され、以後、護國神社は一宗教法人

である。 

現在、全国で護國神社の名がつく神社は５２社あり、都道府県によっては２社ある。広島

県は、県内に旧日本軍の異なる連隊があったこともあり広島護國神社と福山の備後護國神社

の２社があり、島根県も松江と浜田の２社がある。都道府県内に１社しかない場合は神社名

に都道府県名をつけるが、広島は２社あるため「広島県」護國神社とはならなかった。 

護國神社がない都道府県は東京都と神奈川県であるが、東京都には靖國神社があるので実

質的には神奈川県だけである。 

遺族のお宮である護國神社は遺族を対象に戦没者の慰霊祭を行うが、年々遺族の数が減少

し全国的にも参加者が激減している。神社によっては、遺族の孫の会を作る等、次の世代に

つなげる活動をしている。 

 

（４）現在の広島護國神社について 

広島護國神社も戦後の復興後しばらくは遺族以外の参拝は少なかったが、昭和４６年に昭

和天皇・皇后両陛下が御親拝されたことを契機に一気に注目されるようになった。 

現在では、一般の方を中心に約６０万人の初詣参拝者がおり、靖國神社の約２０万人を大

きく上回る。維持することすら難しい護國神社も多い中で、全国でも特殊な神社である。 

昭和６４年１月、昭和天皇崩御により御大典記念事業を行うこととなり、その事業として

老朽化した社殿を建替えることになった。当時の広島東洋カープのオーナであった松田耕平

氏が記念事業奉賛会の会長に就任され寄付集め等に尽力いただき、平成５年４月、新社殿が

完成した。記念事業のための奉賛会であったが、会には３００余りの企業が参加しており、

せっかくできた縁だからと現在も継続している。 

カープは毎年シーズン前に必勝祈願の参拝に来られるが、護國神社がある広島城は鯉城と

呼ばれカープの名前の由緒となったこと、以前の市民球場建設の際に、倒壊した護國神社の

遺構が多く出てきたことなどが理由のようである。 

最近のカープは非常に人気があり、広島護國神社はカープファンにとって聖地のようにな

っている。広島で試合がある日は、県外から来たファンも参拝に来られる。また、参拝した

証しや記念になる御朱印集めがブームで、平成最後の日であった昨年４月３０日と令和最初

の日であった５月１日は御代が変わる節目であったため、御朱印の授与を希望する参拝者は

５千人以上になりＲＣＣの方まで行列ができた。 
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外国人参拝者も増えており、平日は日本人より多いほどである。以前は広島城や護國神社

を見るだけという外国人も多かったが、最近は、手水舎で手口を清め二拝二拍手一礼をして

参拝する外国人がいる。観光だけではなく体験したい気持ちが強いようだ。 

日本人の信仰心や宗教の捉え方は、独特である。キリスト教やイスラム教のようにただ一

つの絶対的な神を信仰する一神教ではなく、日本の神様は、交通安全や縁結び等それぞれ御

加護の内容が違う。 

収穫を祝う祭りは本来１１月２３日の新嘗祭のはずであるが、多くの人がハロウィンで盛

り上がり、クリスマスを祝った後、正月には初詣に行く。ちょっと古い家には仏壇と神棚の

両方がある。日本人は様々な信仰を認める民族で、多様性に富んだ特性や価値観があるよう

だ。 

 

（５）神社本庁と神職 

全国の神社を統括する神社本庁は庁の字がつくが、官公庁ではなく、神社の取りまとめ役

をする宗教法人である。約８万の神社が加盟しており、広島護國神社も加盟している。神社

本庁は神社の法的・事務的なことを管理しており、神職の資格認定、階位や身分等の諸制度

を制定し運用している。 

神職になる方法は、日本に２校ある神道系の大学、國學院大学の神道文化学部か皇學館大

学の神道学科を卒業する方法のほか、神社本庁が管理する養成所や養成講習会を修了する方

法がある。神社は約８万社あるが、神職は２万人程度であり、一人が４社を掛け持ちしてい

ることになる。地方では、２０社程度を掛け持ちしている神職もいる。 

 

（６）コロナ禍の初詣対策 

もうすぐ初詣の時期になるが、コロナ禍の状況を踏まえ、県の神社庁主催で県内の神社関

係者を対象とした講習会が行われたほか、広島護國神社では独自に広島大学の専門家を招き、

近隣の神社関係者とともに対策を協議している。 

初詣においては、マスク着用は当然のこととして、人と人が向き合わないようにすること

が重要であり、今回はＲＣＣ側からのみ入場してもらい二之丸側から退出する一方通行の流

れとする。神社の鳥居前に出店する露天商にも行政や警備会社と共に説明をし、二之丸側に

出店してもらう。 

今回の対策は、内容について事前に一般の方々に知っておいてもらうことが重要であり、

これからマスコミを通じた周知活動を行っていく。また、１２月からの初詣参拝を奨励し、

正月三が日に人出が集中しないようにしたい。 
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７．卓話（幹事会）「広島のお酒」（令和２年１２月３日） 

広島県酒造組合 技術顧問 土屋 義信 氏 

広島工業大学 名誉教授 土屋 義信 氏 

 

 

 

（１）広島の酒の特徴 

広島は自然が多く瀬戸内海にも面しており、食材に非常に恵まれている地域である。広島

のおいしい食材には、同じ広島で作られたお酒が一番合う。 

現在、広島県酒造組合に属している酒造メーカーは４９蔵である。他県では同県内で味が

似ている県もあるが、広島は各蔵がこだわりを持ってお酒を作っており、それぞれ味が違う。

呉、竹原、廿日市など海沿いにある蔵と、西条、三次、庄原など山間部にある蔵では、気温

などお酒を作る環境も違うので、味にも違いが出る。 

広島のお酒は、香味や色沢が良い。特徴を言葉で表すと「うまみがあり、小味の効いた、

キレの良い、芳醇な香りを持った清酒」と言える。「小味の効いた」とは、大味の反対で味わ

い深く複雑な味であるという意味で、広島の蔵はそういった酒造りを目指している。 

 

（２）広島のお酒がおいしい理由 

広島のお酒がおいしい理由として「水」「原料米」「杜氏の技術」の３点が挙げられる。 

広島の酒造りに使う「水」は、花こう岩を通り比較的ミネラル分が少ない軟水である。日

本のミネラルウォーターによく使われる軟水ほどではないが、鉄・マンガンが少ない「中程

度の軟水」に区分され、酒造りに適している。鉄やマンガンが多いと、お酒が着色し劣化し

てしまう。ちなみに「エビアン」などフランスのミネラルウォーターはかなりの硬水である。

西条地区の酒蔵では仕込みに使用している水を飲めるところもあるので、是非試してみて欲

しい。 

広島では、高級酒の醸造にも使える良い「原料米」が栽培されている。すっきりとした味

わいが特徴の「八反系」は広島独自の品種で、江戸時代末期から作られる八反草を改良して

できたものである。米の品種は「八反３５号」「八反錦」などがある。芳醇な旨みが特徴の「雄

町系」は、原産は岡山県だが広島でも作られている。「改良雄町」「こいおまち」などがある。

すっきりした「八反系」と芳醇な「雄町系」の中間に位置する系統が「山田錦系」である。

非常にバランスがよく、大吟醸などの高級酒に使用されることが多い。兵庫県原産の品種「山

田錦」のほか、広島の気候に合うように改良された「千本錦」という品種も多く生産されて

いる。いずれも、西条の造賀地区や、三次、高田、庄原などが産地として有名である。 
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米とともに重要な原料が発酵の主役である酵母であり、味や香りに大きな影響を与える。

酵母は、米などに含まれる糖分から炭酸ガスやアルコールを生成し、お酒のほか、パンや味

噌、醤油等の製造にも利用されている。大吟醸、純米大吟醸などの高級酒には、公益財団法

人日本醸造協会が供給する香り高い「醸造協会１８０１号」が使われる。協会系の酵母は全

国で使われるため、差別化のため独自の酵母も使う必要がある。広島では、高級酒には、吟

醸香が高い「広島吟醸酵母」や「広島もみじ酵母」が使用されている。中ランク程度の吟醸

酒や純米酒では、協会系であれば「醸造協会９０１号」、広島独自の酵母では低酸性の「せと

うち－２１」や適度な香りの「令和１年酵母」等がある。料理等でも使用する普通酒では、

発酵が早く高濃度のアルコール生成に適した協会系の酵母や、発酵が穏やかで広島の気候に

合わせて改良した「広島２１号」などがある。米と酵母の組み合わせ次第で、様々な味わい

のお酒を作ることができる。 

おいしいお酒を作る上で最も大切なことは「杜氏の技術」である。広島の酒造りの技術は

明治時代に大きく発展したが、中心となった人物は、東広島市安芸津町出身の三浦仙三郎氏

である。三浦氏は、当初、灘や伏見にも出向いて酒造りを勉強してもなかなか上手くいかな

かったが、硬水で作る灘と異なり、広島の水が軟水であることが原因だと気付き、広島県工

業試験場の初代醸造部長であった橋爪陽氏や㈱サタケの創業者である佐竹利一氏の協力も得

て、軟水に合った製造法「軟水醸造法」を確立した。明治４０年の第１回全国清酒品評会で

は、灘を抑えて広島のお酒が上位を独占しその後も優秀な成績を継続したため、明治４０年

から昭和５０年頃まで広島の清酒製造量は全国第３位であった。低温で発酵させる「軟水醸

造法」の技術は、現在の吟醸酒の製造法にも通じるものである。 

広島の酒造りの技術を継承していくため、広島杜氏組合がつくられている。最初は三浦氏

による酒造研究会であったが、昭和２９年に県内各地の杜氏組合が合併し結成された。東広

島市安芸津支所に事務局があり、所属する杜氏３５名、組合員１０６名が、毎年、自醸酒の

品評会や夏季講習会を開催している。 

 

（３）お酒の分類 

「大吟醸酒」「吟醸酒」など分類の特定名称がある高級酒は、精米歩合の程度とアルコー

ル添加の有無で区分される。精米歩合とは、玄米に対する精米後の白米の割合で、低いほど

米が磨かれており高級とされる。 

精米歩合が５０％以下のものを最も高級な「大吟醸酒」といい、その内アルコール添加が

ないものを「純米大吟醸酒」という。大吟醸酒は、独特の香りがあり色沢が特に良好である。

精米歩合６０％以下のものを「吟醸酒」、その内アルコール添加がないものを「純米吟醸酒」

といい、また、精米歩合６０％以下または特別な製造方法によるものを指す「特別本醸造酒」

「特別純米酒」という名称もある。精米歩合７０％以下でアルコール添加があるものを「本

醸造酒」、アルコール添加がなく精米歩合の規定がないものを単なる「純米酒」という。 

これら特定名称があるお酒は、こうじ米の使用割合が１５％以上であること、アルコール

添加の量は白米重量の１０％以下であること、原料米は定められた米であることといった、

厳しい条件がある。特定名称があるお酒以外は全て「普通酒」といい、杜氏の技術に頼った

一部の高級酒と比較し、製造法はかなり機械化が進んでいる。 
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お酒には、加熱処理法による区分もある。通常お酒は、製造して貯蔵する前と出荷する時

の２回加熱処理をするが、その加熱処理を行わず精密なろ過だけ行うものを「生酒」という。

夏の冷酒であれば非常にフレッシュな味わいであるが、低温で保管しないとすぐ味が変化し

てしまう。貯蔵する前だけ加熱処理をするものを「ひやおろし」、出荷時だけ加熱処理をする

ものを「生貯蔵酒」という。清酒になる前のもろみを細かく砕き、加熱処理をせず布などで

こしただけの白く濁ったお酒を「活性清酒」といい、シャンパンのような口当たりの良いお

酒である。酵母や酵素が生きているので、低温で貯蔵しなければいけない。 

 

（４）お酒と健康 

お酒が体に良いか悪いかという議論をよく耳にする。２００５年に行われたある調査では、

飲酒量が１日１合未満の人、および１合から２合程度の人は、お酒を飲まない人と比較し死

亡率が低いという結果であった。反対に、１日３合以上飲む人は、飲まない人より死亡率が

高くなる。また、お酒を飲む人の方が肝硬変になるリスクが低下するという調査結果もあり、

麹の成分が関係していると言われている。個人差はあるものの、１・２合程度であれば体に

悪いとは言えないのではないか。 

お酒の健康機能性として、飲んでも塗っても効果がある美肌効果、肝機能保護作用、抗肥

満作用、抗健忘症作用、抗酸化作用などが挙げられる。 

江戸時代の学者である貝原益軒は、健康について記した養生訓の中で 

「酒は天の美禄なり。少し飲めば陽気を助け、血気を和らげ、食気をめぐらし、愁を去り、

興を発して、はなはだ人に益あり。多く飲めば、又よく人を害する事、酒に過ぎたる物なし。

水火の人をたすけて、又よく人に災いあるがごとし」と言っている。 

少量のお酒であれば良いことも多くあるが、飲みすぎるとお酒ほど害があるものはないと

いう言葉は全くそのとおりであり、皆さんもお酒は適量で楽しんでいただきたい。 
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８．卓話「広島城大解剖 ～広島城の歴史とその特徴～」（令和３年２月１５日） 

広島市文化財団 広島城主任学芸員 玉置 和弘 氏 

 

 

広島城は、鉄筋コンクリートでの再建から６３年が経過し、

５０～６０年といわれる耐用年数を過ぎている。耐震診断では

震度６強～７に達する大規模地震で倒壊・崩壊する危険性が高

いという結果が出ており、老朽化により屋根から瓦が落下した

こともある。 

耐震化による延命措置をするくらいであれば、本来の姿であ

る「木造復元」を目指す意見が出てきた。工事費は、耐震化で

９億８千万円程度、木造復元であれば８５億８千万円程度と試

算されている。 

広島城は、木造に関する資料が残されていることから、特徴

である小天守も含め城全体の「木造復元」は十分可能と考えら

れている。他県で木造復元された例としては、愛媛県の大洲城、

福島県の白河小峰城、宮城県の白石城がある。現在、名古屋城、

和歌山城、小田原城も木造復元を検討している。 

本日は、何かと注目されている「広島城」をテーマに、その歴史と特徴について紐解いてい

きたい。 

 

（１）広島城の歴史 

① 築城に至る歴史 

現在広島城が建っている三角州は、古代頃まで海であった。広島湾を取り巻くように古代

の山陽道が通っており、安芸国府は府中に置かれていた。 

中世に、祇園付近に安芸の守護所や市場が置かれ、それまで安芸国の中心地だった府中に

代わり政治・経済の要所となった。室町時代まで、守護所は安芸守護であった武田氏の金山

城にあったと考えられている。 

広島湾付近では、１５世紀中頃から大内氏が進出し、尼子氏側である武田氏と対立してい

た。安芸で台頭した毛利元就は、大内氏の支援を得て１５４１年の郡山合戦で尼子氏を撃退

し、広島湾付近へ進出した。１５５４年、毛利元就が金山城を手中に入れ、１５５５年の厳

島合戦を機に中国地方を代表する戦国大名となるが、存命中に広島で築城することはなかっ

た。 

 

② 毛利輝元の広島城築城  

１５８８年７月、輝元は豊臣秀吉に謁見し、聚楽第や大坂城といった最先端の城を見て新

しい城を建てることとした。 現在の場所に建てた理由は、中国地方一帯を効率的に治める上

で、領国であった安芸吉田に近く、陸上・海上交通のいずれも適した場所であるためといわ

れている。 
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この当時、交通の結節点である太田川河口部には三角州が開けていた。安芸は山が多く平

地が狭いため、三角州が城と城下町を一体的に造るうえで最適の地であった。軍記物などで

は、１５８９年に輝元が広島湾を望む三つの山に登って城地を決めた話が有名である。  

輝元が広島城の堀普請（工事）を家臣に命じた２通の書状に「広島」の地名が初めて登場

する。記録類によれば、最初は土木工事、続いて建物の構築とされるが詳しいことは不明で

ある。  

 

③ 福島正則の広島城  

関が原の戦いの結果、東軍に味方して勝利に貢献した福島正則に安芸・備後二か国（現在

の広島県）４９万８千石が与えられる。 

福島期に、広島城の北側および太田川沿いの西側部分が大幅に改修された。本格的な城下

町が形成され、領国内の政治・商業・交通の中心となり、西国街道と呼ばれる街道を本格的

に整備し、中心に町割を構成し、商工業の職人集団が住むようになった。福島正則が、都市

広島のベースを固めたといえる。 

正則は、洪水によって壊れた石垣を「武家諸法度」で定められた幕府への事前届出を怠っ

て修復したため、１６１９年、領土の没収である「改易」処分となった。広島城内には、こ

の時に壊したとされる石垣が残っている。  

 

④ 浅野氏の広島城  

浅野期の広島城は、福島期の堀や櫓の配置などをそのまま使用しており、幕末までほぼ同

じである。 

浅野期は、度重なる水害など自然災害の修復の歴史である。入城翌年には大雨による城内

浸水で太鼓櫓が崩れ、１６５３年には城内だけでなく城下も浸水し、多くの城郭建造物が被

害を受けた。このほか、１７０２年、１７５７年、１８０４年、１８２８年にも災害があっ

た。 

１７５８年の大火では、天守は焼けなかったが櫓はいくつか焼失し、屋敷跡にはその痕跡

が見つかっている。経年劣化による損傷も多くあったが、城の修理を行う費用は莫大で修理

の行き届かない建物もあった。 

当時の旅人の記録などにも、五層の大天守と二つの三層の小天守で構成される天守の豪壮

さについて記述がある。天守に限ると、小規模な修理のあと１７９０年には大規模な修理が

あったが、浅野期ではあまり入ることはなく物置とされていた。  

普段使用する本丸御殿は、面積約５０００㎡の広島城内の上段にあった。浅野期の本丸御

殿は、建物の一部建替えや増築、天守下の庭園造成などを行っている。江戸時代後半には、

屋根が杮葺から瓦葺に改められた。 

広島は平地が少ないので、次第に中心部から南の海側に向かい干拓地である新開が形成さ

れ、城下町も広がっていった。 

広島城と城下町を発展させるため、近世都市としてのソフト面でも整備を行ったのが浅野

氏で、浅野期に政治・経済的にも隆盛を迎え、その後の都市広島につながっていく。 
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⑤ その後の広島城  

明治維新の廃藩置県により、広島藩は広島県となった。広島城も本来の役目を終え、城内

本丸御殿に仮県庁が置かれたが、すぐに他の場所に移り、代わりに陸軍の施設が置かれた。

城内にあった江戸時代以前の建物のほとんどは、解体されていった。 

日清戦争の時には、広島城内に大本営が置かれた。明治末期には外堀が埋め立てられるな

ど、旧城内は大きく変化した。  

昭和６年、戦前の国宝保存法による国宝に指定されたが、昭和２０年、原爆によってすべ

てが失われた。 

昭和２６年、体育文化博覧会（スポーツ博覧会）で仮設の天守が造られ、現在の天守は、

昭和３３年、広島復興大博覧会の開催に合わせて再建されたものである。 

平成３年～６年、築城４００年を期に、二の丸復元建造物が再建されている。 

 

（２）広島城の特徴 

① 城地選定と立地 

中世から近世にかけ、土地が狭く近隣に城を移転した例などはあるが、平地のこれまで城

がなかった場所に新規に築城した例は少ない。 

近世的な領国経営のためには中心地をどこにするのかが重要であるが、広島湾付近は河川

の出口で交通の結節点であり、中心地としてふさわしい場所であった。 

城を築き城下町を造ることができる丘陵地もなく結果的に平地の城となったが、山地の制

約を受けずに城を築くことができた。「築城にふさわしくない場所に造らせた」という陰謀説

は有り得ない話である。 

なお、広島城を築城しても郡山城は廃城になっておらず、その機能は広島城築城後も残っ

ていた。 

 

② 縄張 

縄張とは、城郭の配置や虎口（入口）の形式、城壁の屈曲など、城の平面計画全般のこと

で、総合的な空間構成のことである。 

広島城の縄張は、平城として設計したため使用できる面積が広い、平城の弱点に備え曲輪

（くるわ）を複雑にしている、山などの障害物がなく自由に設計できる、といった特徴があ

る。防御が弱いところを補いつつ平城の利点を最大限に生かした縄張となっており、城下町

も含めて計画的に建設されたと考えられる。山城のように自然地形を防御に利用できないた

め、三重の堀を設け、櫓を造っている。 

城郭は、本丸・二の丸・三の丸・外郭があるが、本丸と二の丸は連郭式（れんかくしき）、

三の丸とは梯郭式（ていかくしき）、外郭とは輪郭式（りんかくしき）という、全ての縄張の

形式が存在していた。  

 

③ 三重の堀と多くの櫓 

縄張は内堀・中堀・外堀の三重の堀で囲われていたが、単純な配置ではなくそれぞれを数

か所でつなげ、防御力を高めていた。  
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広島城の内堀は、深さは一丈（３.３ｍ）で共通し、幅は狭い所で広十五間（２９.５ｍ）、

最も広い所で広五十三間（１０４.４ｍ）、天守の北側で広三十二間（６３.０ｍ）である。内

堀の周囲は総石垣で築かれており、内側を重点的に防備していたことが分かる。 

中堀・外堀は、概ね広十間深一間（幅１９.７ｍ・深さ１.９７ｍ）であり、櫓がある部分

を除き低い石垣の上に土塁を配した構造になっていた。 

堀の内側には、城の有事の際の防衛拠点である８８の櫓があり、数量は日本一である。 

 

④ 様々な石垣 

天守の周囲には、自然石を中心とした石垣群がある。毛利期の石垣にはカキなどの貝殻が

付着しているものがあり、広島湾周辺の石材が使用されたと考えられる。 

天守から少し離れた場所に、福島期以降のものがある。石を加工して積み上げた石同士の

隙間が少ない石垣群で、長短の石をきれいに積んだ算木積となっている。北東面にある石垣

が崩れた跡は、福島正則が改易の際に壊した石垣の跡と考えられている。 

石垣の上部や隅などに、浅野期に補修した箇所がある。明治時代以降に陸軍が手を加えた

石垣、戦後の補修が顕著な石垣もある。 

 

⑤ 特徴的な天守 

広島城の天守は毛利氏の時代に造られたとされるが、時期については説が分かれている。

１５９２年に豊臣秀吉が天守に登り出来栄えを称賛したという説もあるが、建築様式から見

ると１５９７年頃に造られた可能性もあり、はっきりしていない。 

大天守の天守台は小天守より一段高い場所にあり、天守台下からの高さは１２.４ｍ、天

守の高さは２６.６ｍであった。高さ約３０ｍの大坂城よりは少し小さいが、小天守を含めた

天守群の規模では大坂城に見劣りしないものであった。 

天守の建築様式は、入母屋造の屋根がある建物の上に櫓（望楼）を乗せた形式である「望

楼型」である。なお、福山城は一階から上層まで順番に積み上げた「層塔型」で、比較的新

しい形式である。 

広島城天守の本来の姿は、五層五階の大天守と、その南と東に三層三階の小天守を二つ従

えそれぞれを渡櫓で結んだ特徴的な「連結式」天守である。明治時代に大天守と渡櫓の一部

を残して取り壊されたが、原爆投下までは残っていた。毛利氏は、天守の内部は簡素に仕上

げ、外観に心血を注いだとされる。内部は、松の丸太の梁がむき出しの状態だったことが写

真によって分かっている。第五層には、回廊、手すりや禅宗の寺院などで使用される豪華な

窓が設けられ、格式の高さを示している。大天守一階の北西隅には角の部分が突き出した型

の石落しがあり、屋根の内側には美しい破風があった。 

 

近年、広島城の古い写真や絵はがき等の掘り起しが進んでいる。戦前や原爆投下直後の写

真、戦後の写真や映像などにより、消滅して詳細が不明であった天守や石垣などの様子が少

しずつ分かってきた。文化庁の厳しい基準をクリアし木造での復元を検討するうえでも貴重

な資料になるのではないかと考えている。 
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おわりに 

 

今回報告した活動を通じて、広島には様々な歴史ある文化や貴重な文化財等があり、それぞ

れに私たちが知らなかった価値や魅力があることを知りました。 

一方で、その中には、将来に向けた存続や保存に大きな課題を抱えているものもあります。

地域の歴史に育まれた特色ある文化を継承・発展させていくためには、地域一体となった環境

整備が必要です。 

令和３年度は、これまでの活動で触れてきた「広島の有形・無形の貴重な文化等をあるべき

形で保存し、将来に向けて発展的に継承していく方法」について、卓話や視察を通じた調査・

研究に取り組んでまいります。 

あわせて、現在、広島で進められている多くの再開発プロジェクトや建造物建替えなどの計

画も見据えながら、文化の振興・発展の観点で「文化や歴史を感じることができ周遊性がある

文化的エリアの構築」について、検討を進めてまいります。 

広く地域の文化的価値を高め、その魅力を内外に発信することで、人々の心を豊かにし地域

の活力を生み出すとともに、アフターコロナを見据えた内外交流人口の増大や消費の増加等に

よる経済の波及効果にもつなげていきたいと考えています。 
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 大之木 小兵衛  ㈱大之木ダイモ 代表取締役社長             （ 呉 ） 

 勝 村 憲 明  勝村木材㈱ 代表取締役社長               （三原） 

 西 田 信 彦  中国電力ネットワーク㈱尾道ネットワークセンター 所長  （尾道） 

 石 井 伸 司  ㈱中国新聞社備後本社 取締役備後本社代表        （福山） 

 山 縣   隆  ㈱広島三次ワイナリー 取締役総支配人          （備北） 

 石 井 英太郎  亀齢酒造㈱ 代表取締役               （広島中央） 

 

（アドバイザー） 

 北 野 尚 人  広島経済大学 教授 メディアビジネス学部学部長 

 

 

※令和３年３月現在 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


